
台東区・区民憲章策定会議について 
 

●区民会議の課題について 

 限られた時間ではありますが、区民会議が最終的に明示すべき事項を考えた場合、今後検討す

べき事柄の要点は以下の３点に集約されるかと思われます。 

（分科会やＷＧの役割を考える場合の参考になるかと思います） 

 

(1) 区民憲章をどのようなものにするのか 

① 名称 

    ・台東区民憲章、台東区区民憲章、台東区民の誓い、 

② 体裁 

    ・定型（前文、本文・５箇条）、非定型（散文的、現代詩的、標語的） 

③ 内容 

・まちに関するお祈りを書く「七夕の短冊」のようなもの 

・必ず入れたい言葉（キーワード）、実現したい価値（形容詞・形容動詞） 

④ 都市宣言・自治条例との違い 

・都市宣言はその時々の姿勢を言明、後続活動無し 

・自治条例は法律的（やってはいけないこと、権利・義務、強制力・罰則などを明記） 

⑤ 基本構想との関係 

・総合計画（基本構想）には想定期間がある 

・本当にやりたいことが今できるとは限らない（「問題解決」が優先されがち） 

 

(2) 区民の意向をどのようにして取り入れるのか 

① 呼びかけの対象 

・区内在住者（定住的在住者、非定住的在住者）、子供からお年寄りまで 

・区内在学者（小学生、中学生、高校生、大学生など） 

・区内勤務者（公務員、駅員、教員、会社員など）、「台東区に縁のある人」 

・「台東区ファンの会」 

 

 



② 情報収集の方法 

・アンケート（キーワード、形容詞、名所など）、ヒアリング 

・メール、ファックス、区のホームページへの書き込み、 

    ・パブリックコメント、区民投票 

③ 情報公開の方法 

・区報、区のホームページ、自治会の回覧板、 

・議事録の公開、会議の傍聴、ワークショップ 

・シンポジウム、タウンミーティング、 

 

(3) 制定後の推進活動をどうするのか 

① 推進活動の運営 

・区役所、商工会、自治会、青年会議所、ロータリークラブ、ＮＰＯ、婦人会、ＰＴＡ、

体育協会 

・推進協議会、支援掲示板、まちづくり信託寄金、「桃太郎ファンド」 

② 推進活動の内容 

・美化運動、緑化運動、健康増進運動、生涯学習、リサイクル、フリーマーケット、 

・イベント、コンクール（絵画・写真、標語・作文など）、 

 


